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１．総則 

福岡都市圏南部環境事業組合（以下「組合」という。）は、福岡都市圏南部最終処分

場建設工事（以下「本工事」という。）の請負者決定に係る契約方式については、技術

提案及び入札価格の総合的な評価によって落札者を決定する総合評価一般競争入札を

採用する。 

この入札説明書は、本工事を実施する請負者決定のための総合評価一般競争入札（以

下「本競争入札」という。）に適用されるものであり、本競争入札の公告に基づく請負

者の決定等については、関係法令に定めるもののほか、入札説明書等及び設計図書等に

よるものとする。 

本競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、入札説明書等及び設計

図書等に記載された請負者の役割を十分理解した上で、入札説明書等及び設計図書等に

沿って、本工事の目的に合った条件で、応募資料（入札参加資格審査申請書類及び入札

書類の総称をいう。以下同じ。）の作成等を行うものとする。 

 

２．公告日 

平成２４年 ８月２０日（月） 

 

３．発注者 

福岡都市圏南部環境事業組合 管理者 井上 保廣 

 

４．本工事の目的 

本工事は、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町から搬入された可燃ご

みを中間処理施設で処理した後、搬出される焼却残渣を適正に処分するための一般廃棄

物処分場を建設するものであり、周辺の環境や防災面にも配慮した『安全で安心、信頼』

できる施設を建設するものである。 

 

５．本工事の概要 

（１） 工事件名 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 

（２） 施工場所 福岡県大野城市大字中地内 

（３） 工  期 契約締結の翌日から平成２７年１２月１５日まで 

（４） 工事内容    

造成工     盛土工 Ｖ＝204,000㎥、切土 Ｖ＝270,000 ㎥ 

貯留締切提工  Ｌ＝68.7ｍ、Ｈ＝13.5ｍ 

浸出水調整槽工 Ｎ＝１箇所（5,000 ㎥）、浸出水調整池工 Ｎ＝１箇所（11,000 ㎥） 

遮水工     Ａ＝36,500 ㎡ 

防災調整池工  Ｎ＝４箇所 ほか 
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６．本工事に係る契約締結までのスケジュール（予定） 

入札公告 平成２４年 ８月２０日（月） 

入札説明書等及び設計図書等の配付 平成２４年 ８月２０日（月） 

入札説明書等に対する質問の提出期限 平成２４年 ８月２７日（月） 

入札説明書等に対する質問の回答 平成２４年 ８月２９日（水） 

入札参加資格審査申請書類の提出期限 平成２４年 ９月 ３日（月） 

入札参加資格審査結果の通知 平成２４年 ９月 ６日（木） 

設計図書等に対する質問の提出期限 平成２４年 ９月１４日（金） 

設計図書等に対する質問の回答 平成２４年 ９月２４日（月） 

入札書類の提出期限 平成２４年１０月 １日（月） 

技術提案書類等に対する質問 平成２４年１０月２２日（月） 

技術提案書類等に対する質問の回答期限 平成２４年１０月２５日（木） 

総合評価の実施 平成２４年１０月 

落札者の決定 平成２４年１１月 

請負仮契約の締結 平成２４年１１月 

請負契約の締結 平成２４年１２月 
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７．入札参加資格 

次の各号に掲げる資格を満たす者でなければ、本競争入札に参加することができない。 

（１） 本競争入札に参加できる者の形態 

特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

 

（２） 一般的資格 

共同企業体の構成員に必要な資格は、本競争入札に係る入札参加資格審査申請書類

提出期限日から請負契約の締結までの間において次の資格を満たしている者である

こととする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者に該当し

ないこと。 

② 福岡市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町（以下「関係市町」という。）

のいずれかで入札参加資格の認定を受けている者のうち、登録種別において、福岡

市は一般土木、春日市は土木、大野城市は土木工事、太宰府市及び那珂川町は土木

一式工事で登録していること。 

だだし、登録希望順位がある場合は、当該種別を第１希望で登録していること。 

登録業者の名簿は、関係市町ホームページにて確認すること。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（裁判所による更生手続開始又は更生手続開始の決定後、国土

交通省（関係市町に登録した事業所を所管する同省地方整備局）の入札参加資格の

再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

④ 手形交換所により取引停止処分を受けている者、その他の経営状況が著しく不健

全な者であると認められないこと。 

⑤ 法人税、消費税及び地方消費税、関係市町に係る市町税を滞納している者でない

こと。 

⑥ 建設業法（昭和 24 年法律第 100号。以下「建設業法」という。）における建設工

事の種類「土木一式工事」（以下「有効建設業種」という。）の許可を得てから営業

年数が５年以上であること。 

⑦ 関係市町のいずれかにおいて、指名停止を受けている期間中でないこと。 

⑧ 本件工事の施工に、直接的かつ恒常的な雇用関係のある土木工事に係る監理技術

者及び監理技術者講習修了証を有する技術者を配置することができること。（構成

員全部） 

⑨ 福岡都市圏南部環境事業組合財務規則（平成 18年規則第７号。以下「財務規則」

という。）第２条第５号に規定する暴力団等に該当しないこと及び関与がないこと

（下請負人を含む。）。 
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（３） 共同企業体についての資格 

① 共同企業体の構成 

共同企業体は、次の３構成員から各１者ずつの３者で結成するものとし（うち、

Ａ構成員に属する者を「代表構成員」とする。）、次の資格を満たしている者である

こととする。 

○ Ａ構成員に必要な資格 

（ア） 関係市町内に本店又は支店を有すること。 

（イ） 建設業法の経営事項審査における有効建設業種の総合評定値が、有効期

限内で最新の値で 1500 点以上であること。 

（ウ） 平成 14 年度以降、国又は地方公共団体その他の公共団体から直接請け負

った本工事と同種又は類似の工事（オープン型準好気性埋立構造、埋立容

量 10 万㎥以上）を施工した実績を有すること。 

    ※新規の処分場建設のみを対象 

（エ） 建設業法の有効建設業種に係る特定建設業の許可を有すること。 

○ Ｂ構成員に必要な資格 

（ア） 関係市町内に本店を有すること。 

（イ） 建設業法の経営事項審査における有効建設業種の総合評定値が、有効期

限内で最新の値で 1000 点以上であること。 

（ウ） 平成 19 年度以降、国又は地方公共団体その他の公共団体から直接請け負

った土木工事を施工した実績を有すること。 

○ Ｃ構成員に必要な資格 

（ア） 関係市町内に本店を有すること。 

（イ） 建設業法の経営事項審査における有効建設業種の総合評定値が、有効期

限内で最新の値で 800 点以上であること。 

（ウ） 平成 19 年度以降、国又は地方公共団体その他の公共団体から直接請け負

った土木工事を施工した実績を有すること。 

② 共同企業体の結成方法 

ア 自主結成とする。 

イ Ｂ構成員とＣ構成員の２者の本店の所在地が同一市町内でないこととする。 

（Ｂ構成員とＣ構成員の２者の本店の所在地が福岡市と福岡市、春日市と春日市、

大野城市と大野城市、太宰府市と太宰府市、那珂川町と那珂川町での結成はでき

ない。） 

ウ 本競争入札において、２以上の共同企業体の構成員となることはできない。 

③ 共同企業体への出資比率 

ア すべての構成員の出資比率が 20％以上であることとする。 

イ 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であることとする。 

 

 

 



5 

④ 共同企業体の存続期間 

本工事を請け負った共同企業体は、履行完了後６カ月を経過するまでは解散する

ことができない。なお、本工事を落札できなかった共同企業体は、本工事に係る請

負契約が締結される日までを存続期間とする。 

⑤ 共同企業体の協定方式 

国土交通省方式の甲型とする。 

⑥ 共同企業体の名称 

○○・□□・△△特定建設工事共同企業体とする。 

 

８．競争入札に関する留意事項 

（１） 遵守規定 

入札参加者は、契約締結に関する法令及び財務規則を遵守しなければならない。 

 

（２） 入札説明書等及び設計図書等の承諾 

入札参加者は、応募資料の提出をもって、入札説明書等及び設計図書等の内容を承

諾したものとみなす。 

 

（３） 費用負担 

本競争入札への参加に要する経費は、入札参加者の負担とする。 

 

（４） 入札保証金 

入札保証金は、免除する。 

 

（５） 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

本競争入札に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法（平成４年法律第 51

号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

（６） 著作権 

応募資料の著作権は、入札参加者に帰属することとするが、審査結果の公表におい

て必要な場合、組合は必要な範囲において公表等を行うことができることとする。 

 

（７） 応募資料の取扱 

提出された応募資料は、変更することができない。また、理由いかんに関わらず返

却しない。 

 

（８） 設計図書等の取扱 

設計図書等及び組合が提示する参考資料は、本競争入札に係る検討以外の目的で使

用してはならない。また、この検討の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく、

第三者に対してこれを使用させ、又は内容を提示してはならない。 
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（９） 入札無効に関する事項 

① 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 応募資料に虚偽の記載がある場合 

イ 応募資料に不備がある場合 

ウ 同一の入札参加者が、２以上の提案を行っている場合 

エ 指定された提出方法以外の方法により提出された場合 

オ 提出期限までに提出されない場合 

カ 参加資格を欠いている場合 

キ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われた場合 

ク 著しく信義に反する行為をした場合 

ケ 関係者に対する工作など不当な活動を行ったと認められる場合 

コ 入札金額が予定価格（入札書比較価格）を超えた場合 

サ 入札金額が失格基準価格（入札書比較価格）未満の場合 

シ アからサに掲げるもののほか、組合が特に指定した事項に違反した場合 

② 入札参加資格を満たすと認められた者（以下「入札参加有資格者」という。）で

あっても、入札参加資格審査結果の通知後、関係市町から競争入札参加停止の措置

を受けるなど、入札参加資格を満たさないと認められる者は、当該審査結果を取り

消す。 

③ 全ての入札が無効となった場合でも、再度入札（２回目）は行わない。 

 

（10） 入札の中止、延期など 

組合が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

 

（11） 予定価格 

消費税及び地方消費税相当額を含む価格 ３，４８２，６７５，７００円 

消費税及び地方消費税相当額を含まない価格 

（入札書比較価格） 
３，３１６，８３４，０００円 

 

（12） 低入札価格調査 

   落札候補者の入札価格が低入札価格調査基準価格未満であれば、福岡都市圏南部

環境事業組合低入札価格調査実施要綱（平成 20年告示第５号）（以下「低入札価格

調査実施要綱」という。）に基づく調査を実施する。 

   なお、低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎とした設計書等に基づき

算出した次に揚げる額とする。 
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①「直接工事費に 100分の 95を乗じて得た額」、「共通仮設費に 100 分の 90 を乗じて得

た額」、「現場管理費に 100 分の 80 を乗じて得た額」及び「一般管理費に 100 分の

30 を乗じて得た額」のそれぞれに 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

とし、当該切り捨てにより得たそれぞれの額の合計額について、千円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、当該合計額が予定価格（入札

書比較価格）の 100 分の 70 未満の場合は、予定価格（入札書比較価格）に 100 分の

70 を乗じて得た額を、当該合計額が予定価格（入札書比較価格）の 100 分の 90 以

上の場合は、予定価格（入札書比較価格）に 100分の 90 を乗じて得た額をそれぞれ

低入札価格調査基準価格とする。 

 

（13） 失格基準価格 

  低入札価格調査実施要綱第５条により、失格基準価格を定めるものとする。 

失格基準価格については、低入札価格調査基準価格の 95％の額とし、千円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てとする。 

 

（14） 総合評価内容の担保 

請負者は、採用された技術提案書類の内容に基づき施工しなければならない。 

  実際の施工に際しては、技術提案や施工計画等の内容に応じた施工方法により施工

し、技術提案等を満たす施工を行う必要がある。また、技術提案及び施工計画につい

ては、発注者が確認するものとし、設計図書及び請負金額の変更は行わない。 

受注者の責により技術提案等を満たす施工が行われない場合は、満たされなかった 

技術提案等の重要度により違約金を徴収する。違約金の算定は、次の式により行う 

ものとする。（計算の過程では、少数点第４位未満を切り捨てるものとし、違約金に

ついても円未満を切り捨てる。） 

 なお、違約金を徴収した場合は、ホームページで公表するとともに、関係市町契約

担当部署へ報告するものとする。 

 

                    （100＋Ｂ２） 

        違約金（税抜き）＝Ａ－         ×Ａ 

                    （100＋Ｂ１） 

 

             Ａ ：当初の入札金額 

             Ｂ１：入札時の提案内容に基づく加算点（６０点満点） 

             Ｂ２：提案内容を実施できなかった場合の加算点 
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（15） 使用するソフト 

応募資料の作成にあたっては、配付された様式を基に作成するものとし、ファイル

形式は以下によることとする。 

ア Microsoft Word （Word2010 形式以下のもの）（Windows 版） 

イ Microsoft Excel （Excel2010 形式以下のもの）（Windows 版） 

ウ PDF ファイル 

 

（16） その他 

入札説明書等及び設計図書等に定めるもののほか、本競争入札にあたって必要な事

項が生じた場合には、別途通知する。 

 

９．競争入札に関する手続等 

（１） 入札説明書等及び設計図書等の配付 

入札説明書等及び設計図書等は組合ホームページからダウンロードすることとす

る。 

ア 入札説明書等の構成 

（ア） 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 入札説明書 

（イ） 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 落札者決定基準書 

（ウ） 工事請負契約書（案） 

イ 設計図書等の構成 

（ア） 設計書 

（イ） 仕様書 

（ウ） 図面 

ウ 公表日 

平成２４年 ８月２０日（月） 

 

（２） 入札説明書等に対する質問の提出 

入札説明書等に対する質問を次のとおり受け付ける。 

ア 提出期限 

平成２４年 ８月２７日（月） 午後５時まで 

イ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

ウ 提出方法 

入札説明書等に対する質問書（第１号様式）に質問内容を簡潔にまとめて記載

し、電子メールにより提出することとし、電子メールを利用できない場合のみフ

ァックスでの提出を認める。いずれの場合においても、電話により到着を確認す

ること。これ以外による質問（電話、口頭等による質問）は受け付けない。 
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（３） 入札説明書等に対する質問の回答 

入札説明書等に対する質問の回答を組合ホームページにて公表する。なお、電話及

び口頭での回答など個別には対応しないとともに、不当に混乱を招くことが危惧され

ると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載することがある。 

ア 公表日 

平成２４年 ８月２９日（水） 

 

 

（４） 入札参加資格の審査 

入札参加者は、入札参加資格審査申請書類を提出し、組合から入札参加資格を満た

すかについて審査を受けなければならない。 

① 入札参加資格審査申請書類の提出 

ア 提出期限 

平成２４年 ９月 ３日（月） 午後５時まで 

イ 提出時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

ウ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

エ 提出方法 

持参によることとし、その他の方法は認めない。 

オ 提出書類 

提出書類は、次のとおりとし、正本１部を提出する。 

なお、提出書類の詳細については、各様式に記載の事項を確認すること。 

（ア） 入札参加資格審査申請書（第３号様式） 

（イ） 共同企業体構成表（第４号様式） 

（ウ） 入札参加資格証明書類 

○ 施工実績（第５号様式） 

○ 入札参加資格を証明する書類の写しなど 

（エ） 入札参加資格を満たしていることの誓約書（第６号様式） 

（オ） 委任状（第７号様式） 

（カ） 印鑑届（第８号様式） 

② 入札参加資格審査結果の通知 

入札参加資格審査結果は、入札参加資格審査申請書類提出期限日の翌日から起算

して３日を経過する日までに、代表構成員に対し、郵送により通知する。 

③ 入札参加資格を満たさないと認められた者に対する理由の説明 

入札参加資格を満たさないと認められた者は、組合に対して、その理由を求める

ことができる。 

説明を求める場合は、その旨を記載した書面を次のとおり提出すること。 
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ア 提出期限 

平成２４年 ９月１２日（水） 午後５時まで 

イ 提出時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

ウ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

エ 提出方法 

持参によることとし、その他の方法は認めない。 

オ 提出書類 

正本１部を提出する。また、様式は自由とするが、共同企業体及び代表構成員

の名称を記載して提出すること。 

カ 回答日 

平成２４年 ９月１９日（水） 

キ 回答方法 

代表構成員に対し、回答を郵送する。 

 

 

（５） 設計図書等に対する質問の提出 

設計図書等に対する質問を次のとおり受け付ける。 

ア 提出期限 

平成２４年 ９月１４日（金） 午後５時まで 

イ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

ウ 提出方法 

設計図書等に対する質問書（第２号様式）に質問内容を簡潔にまとめて記載し、

電子メールにより提出することとし、電子メールを利用できない場合のみファッ

クスでの提出を認める。いずれの場合においても、電話により到着を確認するこ

と。また、質問にあたっては、共同企業体毎に代表構成員より提出すること。こ

れ以外による質問（構成員からの質問及び電話、口頭等による質問）は受け付け

ない。 

 

（６） 設計図書等に対する質問の回答 

設計図書等に対する質問の回答を組合ホームページにて公表する。なお、電話及び

口頭での回答など個別には対応しないとともに、不当に混乱を招くことが危惧される

と判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載することがある。 

ア 公表日 

平成２４年 ９月 ２４日（月） 
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（７） 入札書類の提出 

入札参加有資格者は、入札書類を次のとおり提出し、組合から、以下の書類が揃っ

ているか、作成に関する要件を満たしているか等の確認を受けなければならない。 

ア 提出期限 

平成２４年１０月 １日（月） 午後５時まで 

イ 提出時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

ウ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

 

エ 提出方法 

持参によることとし、その他の方法は認めない。 

オ 提出書類 

提出書類は、次のとおりとし、入札書類提出書及び入札書等は正本１部、技術

提案書類は正本１部、副本５部を提出する。また、工事費内訳書及び技術提案書

類の正本を電子データとして、ＣＤ－Ｒにより１部を提出すること。 

なお、提出書類の詳細については、各様式に記載の事項を確認すること。 

（ア） 入札書類提出書（第 10 号様式） 

（イ） 入札書等 

○ 入札書（第 11 号様式） 

○ 工事費内訳書（第 12 号様式） 

（ウ） 技術提案書類（第 14号様式～第 23 号様式） 

カ 入札金額記載要領 

落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の 100 分の５に相

当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望

金額の 105分の 100に相当する金額を記入すること。 

入札書及び工事費内訳書は封筒に入れて封印し、その封筒の表面に工事、共同

企業体及び代表構成員の名称、入札参加資格審査結果の通知に記載されている入

札参加者番号並びに「入札書等在中」の文言を記入すること。 

キ 工事費内訳書の内容 

  工事費内訳書は入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書とする。 

  指定する様式を使用し、細目の数量、単価、金額が記載された明細書までを提

出することとし、最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わないこと。 

ク 提出書類作成要領 

提出書類は、提示した様式を使用し、用紙サイズは、特に指定がある場合を除

き日本工業規格「Ａ４判」縦置き横書き左綴じとする。また、提出書類の本文の

文字サイズは 10.5 ポイント以上を用いること。ただし、図表に用いる文字はその
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限りではない。 

提出書類の副本の表紙及び内容には、会社名やロゴマークは使用しないことと

し、入札参加資格審査結果の通知に記載されている入札参加者番号を記入するこ

と。 

 

（８） 総合評価 

入札参加有資格者から提出された入札書類について、総合評価を行い、落札者を決

定する。 

① 総合評価の方法等 

ア 総合評価の方法 

技術提案の評価点と入札金額の評価点の合計点により評価を行う。 

イ 落札者の決定方法 

入札金額が予定価格（入札書比較価格）の制限範囲内であり、かつ失格基準価

格（入札書比較価格）以上の者のうち、総合評価点が最も高いものを落札候補者

とする。 

総合評価の方法、評価項目、評価基準及び得点配分等の詳細については、「福岡

都市圏南部最終処分場建設工事 落札者決定基準書」に明記している。 

   ウ 技術提案書類等の質問に対する回答の提出 

提出された技術提案書類等の内容について、事務局が説明を求めた場合は、次

のとおり回答するもの。 

（ア）提出期限 

平成２４年１０月２５日（木） 午後５時まで 

（イ）提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２）事務局」参照） 

（ウ）提出方法 

技術提案書類等の質問に対する回答は、Ａ４判１枚（片面）（様式任意）

に記載し、電子メールにより提出することとし、電子メールを利用できな

い場合のみファックスでの提出を認める。いずれの場合においても、電話

により到着を確認すること。 

② 入札書等の開札 

開札日は別途、入札参加有資格者に通知する。 

入札書等の開札は、代表構成員代表者又はその代理人１名が立会のうえ実施する。

代理人が立ち会う場合は、委任状（第 13 号様式）を併せて提出すること。委任状

がない場合は開札に立ち会うことができない。なお、代表構成員代表者又はその代

理人が立ち会わないときは、本競争入札事務に関与しない組合職員を立ち合わせる。 

③ 落札者決定結果等の公表 

落札者決定結果等について、落札者決定後速やかに、入札参加者に書面で通知す

るとともに組合ホームページにて公表する。 
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（９） 入札の辞退 

入札参加有資格者が本競争入札への参加を辞退する場合は、入札辞退届（第９号様

式）を、持参により提出する。 

なお、本競争入札への参加を辞退した者は、これを理由として以後の組合の指名等

に不利益な取扱を受けるものではない。 

ア 提出期限 

平成２４年１０月 １日（月） 午後５時まで 

イ 提出時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。） 

ウ 提出先 

福岡都市圏南部環境事業組合（「１１．その他 （２） 事務局」参照） 

１０．請負契約の締結 

（１） 契約手続 

本工事に係る請負契約は、福岡都市圏南部環境事業組合議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 18年条例第 19 号）に該当するものであ

る。 

組合及び落札者は、落札決定後速やかに、本工事に係る請負仮契約を締結し、当該

仮契約は、福岡都市圏南部環境事業組合議会において可決されたときに本契約として

成立するものとする。 

 

（２） 契約書作成の要否等 

契約書作成は要とし、工事請負契約書（案）を組合ホームページに掲載する。 

 

（３） 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付すること。ただし、有価証

券等の提供又は銀行等の金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができる。また、財務規則第 41 条の規定に該当する場合は、契

約保証金を免除する。 

 

１１．その他 

（１） 回答書及び組合が提示する資料の取扱 

入札説明書等及び設計図書等に対する質問の回答及び組合が提示する資料は、入札

説明書等及び設計図書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。 

 

（２） 事務局 

本工事及び本競争入札における事務を担当する事務局は、下記のとおりである。 
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福岡都市圏南部環境事業組合 

住 所    〒816-8501 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 

電 話    ０９２－５７５－１１６６ 

ファックス  ０９２－５７５－１１７５ 

電子メール  info@f-nanbukankyo.jp 

ホームページ http://f-nanbukankyo.jp/ 
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１２．様式の構成 

（１） 質問書 

第１号様式 入札説明書等に対する質問書 Excel 版 

第２号様式 設計図書等に対する質問書 Excel 版 

 

（２） 入札参加資格審査申請書類 

第３号様式 入札参加資格審査申請書 Word 版 

第４号様式 共同企業体構成表 Word 版 

第５号様式 施工実績 Word 版 

第６号様式 入札参加資格を満たしていることの誓約書 Word 版 

第７号様式 委任状 Word 版 

第８号様式 印鑑届 Word 版 

 

（３） 入札辞退届 

第９号様式 入札辞退届 Word 版 

 

（４） 入札書類 

① 入札書類提出書 

第 10 号様式 入札書類提出書 Word 版 

② 入札書等 

第 11 号様式 入札書 Word 版 

第 12 号様式 工事費内訳書 Excel 版 

第 13 号様式 委任状 Word 版 

③ 技術提案書類 

第 14 号様式 技術提案書 Word 版 

第 15 号様式 技術に関する提案① Word 版 

第 16 号様式 技術に関する提案② Word 版 

第 17 号様式 施工計画に関する提案① Word 版 

第 18 号様式 施工計画に関する提案② Word 版 

第 19 号様式 企業の施工能力① Word 版 

第 20 号様式 企業の施工能力② Word 版 

第 21 号様式 

第 22 号様式 

企業の施工能力③ 

技術者の能力 

Word 版 

Word 版 

第 23 号様式 地域貢献に関する提案 Word 版 

   

 


